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主 文

１ 被告Ｐ１株式会社は，Ｐ２組合に対し，４８９２万５０００円及

びこれに対する平成９年２月１２日から支払済みまで年５分の割合

による金員を支払え。

２ 被告Ｐ２組合管理者が，平成７年２月６日にＰ２組合とＰ１株式

会社の間で締結されたごみ処理施設増設工事請負契約の入札に係る

談合行為について，Ｐ１株式会社に対し不法行為に基づく前項記載

の金額の損害賠償請求権の行使を怠る事実が違法であることを確認

する。

３ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。

４ 訴訟費用はこれを１０分し，その８を原告の負担とし，その余を

被告らの負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 当事者の申立て

１ 請求の趣旨

(1) 被告Ｐ１株式会社は，Ｐ２組合に対し，２億５４４１万円及びこれに対

する平成７年２月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

(2) 被告Ｐ２組合管理者がＰ１株式会社に対し２億５４４１万円の支払を求

める請求を怠る事実が違法であることを確認する。

(3) 訴訟費用は被告らの連帯負担とする。

２ 請求の趣旨に対する答弁

(1) 被告Ｐ１株式会社

ア 原告の被告Ｐ１株式会社に対する請求を棄却する。

イ 訴訟費用は原告の負担とする。

(2) 被告Ｐ２組合管理者

ア 原告の被告Ｐ２組合管理者に対する請求を棄却する。
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イ 訴訟費用は原告の負担とする。

第２ 事案の概要

１ 事案の要旨

本件は，新潟市（旧新潟県豊栄市）の住民である原告が，地方公共団体の一

部事務組合であるＰ２組合が被告Ｐ１株式会社との間で締結したごみ処理施設

増設工事請負契約は，被告Ｐ１株式会社を含む入札参加業者らが談合した結果，

被告Ｐ１株式会社が最低入札金額を提示した上で随意契約により締結されたも

のであり，Ｐ２組合は，これにより談合がなければ形成されたであろう適正価

格と契約代金額との差額相当額の損害を被ったから，被告Ｐ１株式会社に対し

不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず，その行使を違

法に怠っていると主張して，平成１４年法律第４号による改正前の地方自治法

（以下「地方自治法」という。）２４２条の２第１項４号に基づき，Ｐ２組合

に代位して，怠る事実に係る相手方である被告Ｐ１株式会社に対し，損害賠償

を求めるとともに，同項３号に基づき，被告Ｐ２組合管理者が上記損害賠償請

求権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求めた住民訴訟の事案である。

２ 争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実

（証拠により認定した事実については，その末尾の括弧内に証拠を掲げる。）

(1) 当事者

ア 原告は，新潟市（旧新潟県豊栄市）の住民である。

イ 被告Ｐ１株式会社（以下「被告Ｐ１」という。）は，各種船舶，艦艇の

新造等のほか，ごみ焼却施設等の製作，据付等を業とする株式会社である。

（甲サ１，２）

ウ Ｐ２組合（以下「本件組合」という。）は，新潟市及び新潟県聖籠町を

もって組織され，ごみ処理施設の設置及び維持管理に関する事務並びに最

終処分場の設置及び維持管理に関する事務（ただし，新潟市にあってはい

ずれも平成１７年３月２１日から廃された豊栄市の区域に係る事務とす
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る。）を共同処理するものであり，被告Ｐ２組合管理者（以下「被告組合

管理者」という。）である新潟市長Ｐ３は，その執行機関である。（弁論

の全趣旨）

(2) 焼却炉の種類・方式等（甲サ１３，弁論の全趣旨）

ア 規模

通常，１日当たりの焼却処理能力をトン数で表示する。

イ 種類

２４時間操業する「全連」（全連続）と呼ばれるものは大型であり，１

６時間操業する「准連」（准連続）と呼ばれるものは中型であり，８時間

操業する「機バ」（機械化バッチ）と呼ばれるものは小型である。

ウ 方式

(ア) ストーカ方式

ごみをストーカ上で乾燥して燃焼させ，次に，おき燃焼させて灰にす

る方式。

(イ) 流動床方式

けい砂等の不活性粒子層の下部から，加圧した空気を分散供給して，

不活性粒子を流動させ，その中でごみを燃焼させ，灰にする方式。

(ウ) (ア)(イ)各方式の市場占有率等

ストーカ方式と流動床方式の市場占有率は，平成７年ころ当時，およ

そ８：２（准連のみであれば６～５：４～５）であった。

(3) 焼却炉の建設業界

ごみ焼却施設は，焼却処理設備，電気・計装設備，建築物及び建築設備並

びに外構施設から構成されるが，ストーカ炉を構成する機械及び装置を製造

し，これらを有機的に機能させるための据付工事を行うとともに，設備機器

を収容する工場棟その他の土木工事も行って，当該ごみ焼却施設の建設を行

う者は，プラントメーカーと呼ばれている。（甲サ１７，１８，３０，弁論
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の全趣旨）

ストーカ炉の建設工事のプラントメーカーとしては，被告Ｐ１，Ｐ４株式

会社（Ｐ５株式会社が平成１５年４月１日付けで商号変更したもの。以下

「Ｐ５」という。），株式会社Ｐ６（以下「Ｐ６」という。），Ｐ７株式会

社（以下「Ｐ７」という。）及びＰ８株式会社（以下「Ｐ８」という。）の

５社のほか，株式会社Ｐ９（以下「Ｐ９」という。），株式会社Ｐ１０（以

下「Ｐ１０」という。），Ｐ１１株式会社（以下「Ｐ１１」という。），Ｐ

１２株式会社（以下「Ｐ１２」という。），Ｐ１３株式会社（以下「Ｐ１

３」という。）などが存在している。（甲サ１ないし９，１８，２０，２８，

２９，３１，３３，４５，弁論の全趣旨）

これらのプラントメーカーの中でも，被告Ｐ１，Ｐ５，Ｐ６，Ｐ７及びＰ

８の５社は，ごみ焼却施設の製造施工をした歴史，市町村等へのごみ焼却施

設の納入実績，ごみ焼却施設の技術レベルの程度等から，「大手５社」と称

されている。（甲サ１８，２０，２８，２９，３３，４５，弁論の全趣旨）

(4) 本件工事の入札及び契約（甲ア３ないし６，３１，３２，４６，４７，

丙１，弁論の全趣旨）

ア 入札に至る経緯・本件工事の概要等

本件組合は，（旧）新潟県豊栄市及び同県聖籠町から発生するごみを処

理するために，昭和５６年，焼却場を建設し，以後稼働してきた。

本件組合は，平成５年，将来予想されるごみ処理量の増加と処理に伴う

排出ガス対策に備えるために，処理施設を増設するなどの事業を開始する

こととし，増設する焼却炉の基本計画の策定等をすすめた。

本件組合は，流動床炉とストーカ炉の比較，既設の炉（ストーカ炉）と

の整合，ごみ収集との整合，公害対策，安全性，維持管理費，建設費，実

績等の検討を経て，被告Ｐ１，Ｐ６及びＰ７の三社に参考見積書を依頼し，

見積書等を参考に設計額を決定し，これに基づき予定価格を決定し，同三
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社を指名業者として選定した上で，以下の内容の工事（以下「本件工事」

という。）について指名競争入札を実施することとした（詳細は下記。こ

の指名競争入札を以下「本件指名競争入札」という。）。

(ア) 工事名

「（工）第１号 ごみ処理施設増設工事」

(イ) 工事場所

新潟市（旧豊栄市）α４１８番地

(ウ) 参考見積額

３社平均で約３２億５６２７万円（税抜）

① 被告Ｐ１

３０億９６７３万円（税抜）

② Ｐ６

３３億８６７７万円（同）

③ Ｐ７

３２億８５３０万円（同）

(エ) 予定価格

２４億８０００万円（税抜）

イ 指名競争入札

本件組合は，平成７年１月３１日，前記指名競争入札を実施したが，下

記のとおり，３回の入札を経ても入札額が予定価格を上回ったことから落

札に至らず不調に終わった。同組合は，その運用規定に基づき，最低入札

金額を提示した被告Ｐ１（Ｐ１４支社）との随意契約に移行することとな

った。

(ア) 第１回入札額

① 被告Ｐ１

２６億８０００万円（税抜）
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② Ｐ６

２７億５０００万円（同）

③ Ｐ７

２７億８０００万円（同）

(イ) 第２回入札額

① 被告Ｐ１

２６億２０００万円（同）

② Ｐ６

２６億６０００万円（同）

③ Ｐ７

２６億５０００万円（同）

(ウ) 第３回入札額

① 被告Ｐ１

２５億５０００万円（同）

② Ｐ６

２６億００００万円（同）

③ Ｐ７

２６億１０００万円（同）

ウ 仮契約締結

本件組合は，平成７年２月３日，被告Ｐ１（Ｐ１４支社）との間で，代

金を２５億４４１０万円（税込）として本件工事請負仮契約を締結した。

エ 本契約締結

上記仮契約は，平成７年２月６日，議会の議決を経て本契約となり，工

事の詳細は下記のとおりに決まった。

(ア) 工事期間

平成７年２月６日から平成８年１２月３１日まで
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(イ) 処理方式

准連続燃焼式ストーカ炉

(ウ) 処理能力

１日当たり５０トン

オ 代金支払

本件組合は，被告Ｐ１に対し，下記のとおり，８回合計２５億４４１０

万円を支払った。

(ア) 平成７年 ５月１９日 １億８７６０万円

(イ) 平成７年 ６月２７日 １億９１３０万円

(ウ) 平成７年１２月２８日 ３億３４８９万円

(エ) 平成８年 ５月２７日 ７億４５８６万円

(オ) 平成８年 ６月２７日 ９９９０万円

(カ) 平成８年 ８月 ７日 ３億９９６８万円

(キ) 平成８年１１月１８日 １８２０万円

(ク) 平成９年 ２月１２日 ５億６６６７万円

(5) 公正取引委員会からの警告

公正取引委員会は，昭和５４年１２月，被告Ｐ１，Ｐ７，Ｐ６，Ｐ５及び

Ｐ８に加え，Ｐ９及びＰ１０に対し，談合について警告をした。（弁論の全

趣旨。なお，警告に係る談合の存否について被告Ｐ１は否認，被告組合管理

者は不知と各認否）

(6) 公正取引委員会における審判手続等

公正取引委員会は，地方公共団体が発注するごみ焼却施設の建設に関わる

業者が談合を繰り返していた疑いがあるとして，私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」という。）違反の疑いで，平成

１０年９月１７日，被告Ｐ１のほか，Ｐ７，Ｐ６など十数社に対する立入検

査を実施した。（甲ア２，乙１の１ないし１１，４，弁論の全趣旨）
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そして，公正取引委員会は，平成１１年８月１３日，被告Ｐ１，Ｐ７，Ｐ

６，Ｐ５及びＰ８（以下「本件５社」という。）に対し，平成６年４月から

約４年半にわたり全国各地で行われたストーカ炉の入札の大部分で談合を繰

り返していたとして独占禁止法違反で排除勧告を行ったが，本件５社が，い

ずれも応諾を拒否したことから，同年９月８日，審判開始を決定した。（甲

ア２，乙１の１３ないし１８，４，弁論の全趣旨）

審査官は，同審判において，平成６年度から平成１０年度（平成１０年９

月１７日入札分まで）までの間に地方公共団体が指名競争入札等の方法によ

り発注した全連及び准連ストーカ炉の建設工事８７件のうち，本件５社が受

注予定者を決定して当該受注者が受注したと認められる工事は６０件あり

（本件工事もこれに含まれている。），本件５社は，共同して，地方公共団

体発注の全連及び准連ストーカ炉の建設工事について，受注予定者を決定し，

受注予定者が受注できるようにすることにより，公共の利益に反して，地方

公共団体発注の全連及び准連ストーカ炉の建設工事の取引分野における競争

を実質的に制限していたものであって，これは独占禁止法２条６項に規定す

る不当な取引制限に該当し，同法３条に違反する旨の主張などを記載した平

成１１年１２月９日付け第１準備書面のとおり陳述した。（甲イ１，弁論の

全趣旨）

担当審判官は，同審判事件について，具体的証拠から本件５社が受注予定

者を決定したと推認される３０工事（この中に本件工事は含まれていな

い。）を含め，平成６年４月から平成１０年９月１７日までの間に指名競争

入札等の方法により入札が行われた地方公共団体が発注するストーカ炉の建

設工事の過半について，本件５社が，受注予定者を決定し，これを受注する

ことにより，地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注するストーカ

炉の建設工事の取引分野における競争を実質的に制限していたと認められる

などと判断した平成１６年３月２９日付け審決案を出した。（甲エ１，弁論
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の全趣旨）

公正取引委員会は，本件審判について，平成１６年８月３日審理を再開し

た。（弁論の全趣旨）

(7) 本件訴訟に至る経緯等

原告は，本件工事に係る指名競争入札に参加した被告Ｐ１，Ｐ６及びＰ７

が，遅くとも平成６年４月以降，全国の地方自治体が競争入札又は指名見積

合わせの方式で発注した全連続及び准連続ストーカ炉の新設・更新及び増設

工事について，受注機会の均等化を大義名分とする談合を繰り返し，平成１

０年９月までの間に本件工事を含む６０件の工事の入札もしくは見積合わせ

に関し，参加業者間の競争を排除し，あらかじめ取り決めておいた業者に落

札させるという不法行為を継続してきたとして，平成１２年７月１８日，本

件組合監査委員に対し，談合がなければ本件工事の契約金額より少なくとも

１０％少ない金額で契約できたと見込まれるから，同組合は，上記被告Ｐ１

ほか２社に対して少なくとも２億５４４１万円の損害賠償請求権を有してい

るとして，同委員が被告組合管理者に対して同損害賠償請求権を行使するよ

う勧告することを求めて住民監査請求を行った。（甲ア１，６）

これに対し，同委員は，平成１２年９月１２日付けで，民法による損害賠

償請求については，原告が主張する談合の存在と談合による損害の発生があ

ったと確認することができなかったこと，独占禁止法による損害賠償請求に

ついては，同法２６条が，損害賠償の請求権は，審決が確定した後でなけれ

ば裁判上主張できない旨規定しているところ，現段階では公正取引委員会の

審決に至っていないことを理由として，同監査請求を棄却する監査結果を出

した。（甲ア１，６）

そこで，原告は，平成１２年１０月６日，本訴を提起した。

３ 争点

(1) 談合行為の有無（争点１）
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(2) 損害額（争点２）

(3) 違法な怠る事実の有無（被告組合管理者は被告Ｐ１に対する本件損害賠

償請求権の行使を違法に怠っているか否かについて。争点３）

４ 争点に関する当事者の主張

(1) 争点１（談合行為の有無）について

【原告の主張】

被告Ｐ１，Ｐ６及びＰ７は，本件指名競争入札において，以下のとおり談

合を行った。

ア 本件５社間における基本合意及びこれに基づく談合の存在

本件５社は，下記基本合意（以下「本件基本合意」という。）に基づき，

遅くとも平成６年４月から平成１０年９月１７日までの間，本件工事を含

む各地の地方公共団体の発注にかかる全連及び准連ストーカ炉の建設工事

をリストアップし，これらの工事を対象として，談合を繰り返してきた。

(ア) 本件基本合意の内容

地方公共団体が建設を計画していることが判明した工事について，各

社が受注希望の表明を行い，①受注希望者が１名の工事についてはその

者を当該工事の受注予定者とし，②受注希望者が複数の工事については，

受注希望者間で話し合い，受注予定者を決定する。

本件５社の間で受注予定者を決定した工事については，同５社以外の

者が指名競争入札等に参加する場合には，受注予定者は自社が受注でき

るように同５社以外の者に協力を求める。

受注すべき価格は，受注予定者が定め，受注予定者以外の者は，受注

予定者がその定めた価格で受注できるように協力する。

(イ) 本件基本合意の実行

本件５社は，本件基本合意の下，下記の方法により受注予定者を決定

し，受注予定者がその定めた価格で受注できるようにしていた。
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① 本件５社は，平成６年４月以後，随時，同５社の営業責任者クラス

の者が集まる会合で，地方公共団体が建設を計画しているストーカ炉

の建設工事について各社が把握している情報を，その一日当たりの処

理能力の規模別等に区分してリストを作成した上で，その情報を交換

し，その情報を共通化するようにする。同５社は，この情報交換によ

り得られた情報をもとに，受注希望表明の対象となる工事を確定する。

② この情報交換の際の工事の処理能力の規模別等区分は，平成８年こ

ろは，「大型」（全連４００トン以上），「中型」（全連４００トン

未満）及び「准連」に区分され，平成９年ころからは，「大型」（全

連４００トン以上），「中型」（全連２００トン以上４００トン未

満）及び「小型」（全連２００トン未満）に区分され，このうち「小

型」についてはさらに「全連６０トン超２００トン未満」と「全連６

０トン以下」に小分類されていた。

③ 本件５社は，随時，同５社の営業責任者の会合で，上記②の処理能

力の規模別等により３つに区分された工事ごとに，各社が受注を希望

する工事を表明する。各社が受注希望を表明した工事について，希望

者が重複しなかった場合は，その希望者を受注予定者とし，希望者が

重複した場合は，希望者間で話し合い，受注予定者を決定する。

④ 受注予定者は各社の受注の均等を念頭において決定する。この受注

の均衡は，各社が受注する工事のトン数を目安とする。

⑤ 本件５社以外のプラントメーカーが入札に参加した場合，受注予定

者等は，自社が受注できるように協力を求め，その協力を得るように

する。

⑥ 受注予定者は，自社の受注価格を定め，他社が入札する価格をも定

めて各社に連絡する。受注予定者以外の者は，受注予定者から連絡を

受けた価格で入札し，受注予定者がその定めた価格で受注できるよう
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に協力する。

イ 本件指名競争入札における個別談合について

被告Ｐ１，Ｐ６及びＰ７が，本件指名競争入札において，個別談合を行

ったことは，以下の点から明らかである。

(ア) 時期・参加者

本件指名競争入札は，平成６年４月から平成１０年９月１７日までの

間である平成７年１月３１日に入札が実施され，本件５社に含まれる被

告Ｐ１，Ｐ６及びＰ７が参加している。

(イ) 本件指名競争入札の入札状況

本件指名競争入札は，３回の入札とも被告Ｐ１が最低金額をいれ，な

おかつ，いずれも入札予定価格である２４億８０００万円（税抜）を超

えていた。本件５社以外の者が入札に参加したことによって競争が成立

した同時期のストーカ炉建設工事の事案では，例えば，Ｐ１５組合（入

札日平成７年９月２６日・全連・２４０トン）では落札率約４８．７８

％（被告Ｐ１落札），Ｐ１６組合（入札日平成９年６月１６日・准連・

７０トン）では落札率約８０．１７％（被告Ｐ１落札），Ｐ１７組合

（入札日平成７年５月１９日・全連・１３０トン）では落札率約７５．

９７％（Ｐ６落札）であり，入札予定価格より２０％以上下回る価格で

受注する能力があることが明らかであるにもかかわらず，本件指名競争

入札において，被告Ｐ１ほか２社が，入札予定価格を上回る金額の札し

か入れていないのは，あらかじめ合意されているからにほかならない。

(ウ) 被告Ｐ１は積極的な反証をしていないこと

被告Ｐ１は，本件指名競争入札に際し，いかなる積算によって入札額

を決定したのかについて容易に主張・立証できるはずであるのに，これ

を明らかにしていない。また，被告Ｐ１は，その従業員を証人申請する

など自ら積極的な反証をしていない。
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ウ 個別談合の請求原因の特定が十分であること

受注予定業者を決定するための個別の協議について，その具体的な日時

・場所・参加した担当者の氏名等まで主張する必要はなく，どの工事につ

いて入札参加業者間における受注予定業者の合意があったかを明らかにし，

それについて個別に受注予定業者を決定するための話し合いが行われたこ

とを主張・立証すれば足りる。

エ 関係者の供述の信用性について

本件５社間における基本合意及びこれに基づく談合の存在については，

Ｐ７の機械事業本部環境装置第１部環境装置１課長（平成８年４月以前は

同課主務）のＰ１８（以下「Ｐ１８」という。）が，これを認める旨供述

しており（甲サ２８，４６），Ｐ５のＰ１９支社機械プラント部環境プラ

ント営業室長（平成８年７月以後）のＰ２０（以下「Ｐ２０」という。）

も，これを聞いた旨供述をしており（甲サ４４），このＰ１８供述は，体

験した者でなければ語り得ないような具体性があり，Ｐ１８・Ｐ２０各供

述とも関係各証拠に整合しこれを信用することができる。

【被告Ｐ１の主張】

ア 本件５社間における基本合意及びこれに基づく談合の不存在

原告が主張する本件基本合意及びこれに基づく談合事実を否認する。

原告は，公正取引委員会審判官作成の審決案（甲エ１）が本件基本合意

を認めていることに依拠しているようだが，審決案は案にすぎない上，被

審人らの異議申立てを受けて審判手続が再開されたことにより審決案の意

義を失っているから，理由がないことは明らかである。

イ 本件指名競争入札における個別談合について

被告Ｐ１，Ｐ６及びＰ７が，本件指名競争入札において，個別談合を行

ったという原告主張事実について，原告から提出された証拠を精査しても

直接証拠が一切存在しない。
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公正な自由競争によっても，予定価格に近い価格で落札されることはい

くらでもあり得るし，予定価格を基準に計算される落札率は，予定価格が

どの程度の金額に設定されるかによって高くなったり低くなったりする極

めて相対的な数字であるから，落札率の高低と談合の有無を短絡的に結び

つけることには全く合理性がない。また，自由競争の場合でも結果的に一

位不動となることもあり得る。加えて，被告Ｐ１は本件組合から本件工事

の参考見積りを依頼された業者であるから，予定価格と近い金額の札をい

れることに不自然さはない。したがって，被告Ｐ１が本件指名競争入札で

いれた札の金額や３回とも最低価格であったことをもって談合の存在を根

拠付けようとする原告の主張は失当である。

ウ 個別談合の請求原因の特定がされていないこと

原告は，本件指名競争入札に関する談合行為の具体的内容（時期・主体

・方法等）を全く特定しておらず，不法行為に基づく損害賠償請求権の要

件事実としての不法行為（談合行為）の主張を欠くものであって，主張自

体失当である。

エ 関係者の供述の信用性について

原告が主張するＰ１８供述（甲サ２８，４６）については，本件５社の

会合への出席開始時期が課長職となった平成６年４月以後である旨供述し

ている点について，Ｐ１８の課長就任時期が平成８年４月でそれまでは主

務という役職であった事実に反していること，Ｐ１８が受注物件・販売価

格等を決めていた旨供述している点について，Ｐ７の課長職では１億円未

満の黒字工事についてのみ決裁権限があるにすぎないという事実に反する

こと，本件５社以外の者が一緒に指名された場合には協力を求めた旨供述

している点について，本件５社と同等又はそれ以上にストーカ炉の建設工

事の入札で指名を受けているＰ９及びＰ１０は，協力事実を否定している

事実（乙１６の１・２，１７の１・２）に反すること，公正取引委員会が
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立入検査を実施した当日である平成１０年９月１７日に作成された調書で

あり，審査官の誤った先入観と予断によって誘導されることは珍しくない

ところ，Ｐ１８は閲読しないまま各調書に署名・押印しており，各供述調

書作成経緯についても，その後の取調べにおいて，長時間の事情聴取によ

る緊張感や圧迫感等で極度に疲労した状態におかれるなどの中で調書の内

容を理解しないまま押印してしまった旨説明するとともに（甲サ１８２な

いし１８９等），談合行為の存在を明確に否定する供述を続けていること

（甲サ１６１ないし１７６，１７９ないし１８９）から，到底信用できな

いというべきである。

また，原告が主張するＰ２０供述（甲サ４４）についても，その内容は，

自ら体験したものではなく，本件５社の会合に出席した者からの伝聞過程

も明らかとなっていないから，信用できない。

【被告組合管理者の主張】

不知

(2) 争点２（損害額）について

【原告の主張】

被告Ｐ１，Ｐ６及びＰ７が，本件指名競争入札において談合を行っておら

ず，入札参加者間の競争が確保されていたとすれば，現実の契約金額と比べ

て，少なくとも１０％以上低い金額で落札する業者がいたはずであるから，

本件組合は，被告Ｐ１の不法行為によって，現実の契約金額の少なくとも１

０％に相当する２億５４４１万円の損害を被った。よって，同組合は，被告

Ｐ１に対し，同損害額及びこれに対する契約日の翌日である平成７年２月７

日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め

る権利がある。

ア 損害額の算定根拠等について

本件組合は，被告Ｐ１による違法な談合によって，本件入札参加業者間
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の自由競争によって落札業者が決定されていた場合に形成されていたであ

ろう落札価格（以下「想定落札価格」という。）を前提とした契約金額と，

実際の契約金額との差額分について，損害を被ったというべきである。

しかし，想定落札価格なるものは，現実には存在しなかった価格である

から，具体的にこれを認定するのは困難である上，落札価格は，入札当時

の経済情勢，当該工事の種類・規模，競争者数，地域性等の多種多様な要

因が複雑に絡み合って形成されるものであり，談合が価格形成に及ぼした

影響を正確に明らかにすることも困難である。

これらの事情に鑑みると，本件組合が被った損害については，その性質

上金額の算定が極めて困難であるというべきであるから，民事訴訟法（以

下「民訴法」という。）２４８条を適用して認定すべきである。

そして，公正取引委員会審査官が，本件５社による談合に係る審判手続

において，本件５社の談合対象から除外された「フリー物件」の落札率が，

５０．２４％，７５．９７％，８８．７１％，９０．８７％，７４．７３

％であることから考えると，控えめにみても，本件組合が被った損害は，

本件契約金額の１０％に相当する２億５４４１万円と認めるのが相当であ

る。

イ 随意契約である点について

本件ごみ焼却炉建設事業は，ごみ処理量の増加と処理に伴う排出ガス対

策を万全とするために計画されたものであり，本件組合としては，本件随

意契約当時，本件ごみ焼却炉建設工事事業を撤回することなど全く考えら

れない状態であり，工事の規模・内容から相当の工事期間を要することが

予想されたため，早急な着工を要していた。

被告Ｐ１ほか２社は，本件組合からストーカ炉の建設について実績を評

価され，信頼し得る業者として選定された。

そうすると，本件組合としては，被告Ｐ１ほか２社以外に当該工事を行
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う能力，意思を有する者を発見・選定することは著しく困難であったとい

え，被告Ｐ１ほか２社の中で最も低価格を示した業者が被告Ｐ１であった

ことから，同組合が被告Ｐ１と交渉して契約に至るのは当然である。

そして，本件入札予定価格は，被告Ｐ１ほか２社から提出された参考見

積りを前提とし，業界誌等により得られるごみ処理施設の実勢価格に関す

る情報等を参考にしたものであり，本件指名競争入札において入札予定価

格を大きく上回る価格で入札が繰り返された結果随意契約に移行したこと

をも勘案すれば，本件組合が入札予定価格を大きく下回る価格を提示した

場合に被告Ｐ１の承諾を得ることが難しく契約成立に支障を来したことは

明らかといえ，被告Ｐ１ほか２社による談合と本件工事の随意契約締結と

の間の相当因果関係に疑問の余地はない。

【被告Ｐ１の主張】

ア 民訴法２４８条の適用について

原告は，損害論についての主張・立証を全くしていない。想定落札価格

についての具体的な主張・立証を放棄して安易に民訴法２４８条の適用を

求める原告の主張は極めて不当である。

民訴法２４８条は，主張・立証の自己責任原理を謳った民訴法の大原則

である弁論主義を放棄する趣旨で規定されたものではなく，損害の発生及

び侵害行為とその損害との因果関係についてはあくまでも厳格な証明の対

象であり，損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときに

限って適用されるもので，原告は，損害の発生を立証しなければならない

ことはもちろん，損害額についても可能な限り立証しなければならないの

であって，損害額についておよそ立証しなくてもよいわけではない。

仮に，本件訴訟における原告の損害に関する不十分な主張・立証だけで，

判決において裁判所の自由裁量によって損害額の認定がなされるようなこ

とがあれば，被告Ｐ１に対する不意打ちとなって，適正手続の保障を欠く



18

違法な判決となる。

イ 随意契約である点について

仮に談合行為によって最低入札金額が不当につり上げられていたとして

も，本件は，その落札価格が直ちに実際の契約価格になったのではなく，

談合行為の有無・影響とは無関係に本件組合と落札業者である被告Ｐ１と

の交渉によって任意に決められたものであるから，談合による落札価格と

契約価格との間には何ら因果関係を認めることができない。

【被告組合管理者の主張】

本件組合は，適正に算定された参考見積価格・予定価格に基づき指名競争

入札を実施し，同入札において落札者がいなかったことから，被告Ｐ１との

間で随意契約を締結したものであり，このような経過に照らすと，同組合に

は同契約に基づく損害は発生していないというべきである。

(3) 争点３（違法な怠る事実の有無）について

【原告の主張】

被告組合管理者が，被告Ｐ１に対して損害賠償請求をしないことは，財産

の管理を違法に怠るものというべきである。

ア 長に裁量の余地がほとんどないこと

地方自治法２４０条２項，同法施行令１７１条以下の規定から，債権に

ついて，地方公共団体の長は，これを行使すべき義務を負い，行使するか

否かについての裁量の余地はほとんどないというべきである。

したがって，長が，同施行令１７１条の５に定める場合でないのに，相

当期間債権を行使しないときは，それを正当化する特段の事情のない限り

違法というべきである。

イ 敗訴の危険性について

独占禁止法２５条に基づく損害賠償請求は，民法７０９条に基づく損害

賠償請求と異なり，無過失責任及び確定審決前置が実体要件となっており，
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独占禁止法２５条に基づく損害賠償請求訴訟と民法７０９条に基づく損害

賠償請求訴訟とでは現行実務の採用する旧訴訟物理論のもとで訴訟物が異

なると解される。そうすると，仮に民法７０９条に基づく訴訟で敗訴して

も，その既判力により独占禁止法２５条に基づく訴訟ができなくなるわけ

ではない。

したがって，民法７０９条に基づく訴訟について敗訴の危険性があるこ

とは債権を行使しないことを正当化する特段の事情に該当しない。むしろ，

公正取引委員会の審判確定後に多数の地方公共団体が独占禁止法２５条に

基づく損害賠償請求訴訟を提起するなどにより被告Ｐ１の資力に対する不

安が生じるおそれもあり，このような観点からも，被告組合管理者は財産

管理を違法に怠っているというべきである。

ウ 基準時について

違法に怠る事実が認められるか否かの判断の基準時は，口頭弁論終結時

である。

【被告Ｐ１の主張】

ア 不行使の正当性について

不法行為に基づく損害賠償請求権は，原則として，不法行為の時に期限

の定めのない債権として成立するが，それを，いつ，どのように請求等す

るかは原則として債権者の自由であり，成立したならば直ちに行使しなけ

れば違法であるなどと評価されるべきものではない。

特に，独占禁止法違反という極めて専門性の高い事件について，それを

日本国内で唯一所管している公正取引委員会の判断を尊重し，その判断を

待ったからといって，その対応が違法であるなどと評価できないことは明

らかである。

さらに，本件５社間における基本合意に基づく談合があったか否かにつ

いては，裁判所毎に異なる事実認定がなされており，その判断が難しいと
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いえるから，一行政機関にすぎない本件組合が，専門機関である公正取引

委員会の審判の成り行きを見守り，その判断を待つという対応を採ること

は，何ら違法に怠る事実と評価されるべきものではない。

イ 消滅時効について

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は，損害及び加害者を知っ

たときから３年間であり，本件のように不法行為の存否自体不明である場

合には，消滅時効は未だ進行していないといえ，消滅時効の危険を考慮す

る必要はない。

ウ 基準時について

違法に怠る事実が認められるか否かの判断の基準時は，遅くとも住民監

査請求に対する判断がなされた時である。

【被告組合管理者の主張】

ア 平成１２年当時に訴訟を提起しなかったことについて

本件では，原告の努力によって公正取引委員会から資料を入手すること

が出来たが，平成１２年当時，同資料を入手できるか否かについては裁判

例も固まっておらず，被告組合管理者が訴訟提起するかどうかについて慎

重な判断を必要としたのであって，訴訟を提起しなかったことには正当性

があり，違法に怠ったものではない。

イ 口頭弁論終結時（平成１８年４月２７日）まで訴訟を提起しなかったこ

とについて

被告組合管理者は，公正取引委員会から入手した資料を検討したが，本

件において個別談合があったか否かについて明確な資料が存在せず，被告

Ｐ１ほか２社の談合による価格つり上げ行為があったか否かについて断言

できない上，実質的に損害は発生していないとの判断（争点２の被告組合

管理者の主張参照）を覆すに足りる証拠も認められないと判断した。

そうすると，消滅時効の問題はあるが，民法による損害賠償請求訴訟を
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提起して敗訴すれば，その既判力により以後同損害賠償請求権を行使する

ことができなくなるから，被告組合管理者が慎重に事態の推移を見極めよ

うとしているのは，公共的な財産の管理に責めを負う者として当然のこと

といえる。

したがって，訴訟を提起しなかったことに正当性があり，違法に怠った

ものではない。

第３ 当裁判所の判断

１ 争点１（談合行為の有無）について

(1) 認定事実

前記「争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定でき

る事実」，証拠（甲サ２０，２８，３３，３５，３７，３９ないし４９，５

３，８４，８７，１０２ないし１０５，１０８，１１０，１１８，１１９，

１２９，１３０，１３９，１４０，１４３）及び弁論の全趣旨によれば，以

下の事実を認めることができる。

ア 本件５社が会合を開催していたこと

本件５社は，ごみ焼却施設に関する営業部署の部長，課長等が出席する

会合（以下「本件会合」という。）を，遅くとも平成６年４月以降，平成

１０年９月ころまで，各社持ち回りで月１回程度開催していた。

この会合には，Ｐ７からＰ１８が，被告Ｐ１から環境・プラント事業本

部環境Ｐ２１営業部長（平成１０年３月以前の肩書不詳）のＰ２２（以下

「Ｐ２２」という。）が，Ｐ５から環境第１営業部第１営業室長（平成９

年１２月以前は環境プラント営業部第１営業室チーム主査）のＰ２３（以

下「Ｐ２３」という。）が，Ｐ６から環境プラント統轄本部Ｐ２４環境プ

ラント部第２課長のＰ２５（以下「Ｐ２５」という。）が，Ｐ８から平成

８年４月ころ以前は機械・エネルギープラント事業本部営業総括部環境装

置第１営業部長が，同月ころ以後は機械・環境・エネルギー事業本部環境
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装置営業本部営業開発第２部長（平成９年６月以前は機械・エネルギープ

ラント事業本部営業総括部環境装置第１営業部主査（課長待遇），同月以

後平成１０年１月以前は機械・環境・エネルギー事業本部環境装置営業本

部環境装置第１営業部長）のＰ２６（以下「Ｐ２６」という。）が，それ

ぞれ出席していた。

平成６年４月以後の時期における本件会合への出席者は，Ｐ８の上記変

更のみであり，これらの者は，本件５社の本社のごみ焼却施設の営業担当

部署の部長若しくは課長又はこれらとほぼ同等待遇の者であり，地方公共

団体発注に係るストーカ炉の建設工事の選定や入札価格の決定に実質的に

関与し得る立場にあった。

イ 本件会合の内容

(ア) 本件会合では，地方公共団体からストーカ炉の建設工事の発注が予

定される物件について，各社が保有する情報をそれぞれ提供して共通の

認識を有するようにし，各出席者が，各発注予定物件についてそれぞれ

受注を希望するか否かを表明し，受注希望者が１社の場合には，当該会

社を受注予定者（「チャンピオン」と言った。）となり，受注希望者が

２社以上の場合には，希望者同士が話し合って受注予定者を決定してい

た。

(イ) 本件会合で受注予定者を決めるに当たっては，各社が受注するごみ

処理施設の処理能力の合計が平等になるように受注予定者を決めていた。

(ウ) 各発注予定物件は，ごみ処理施設の処理能力によって，１日の処理

能力が４００トン以上のものを「大」，２００トン以上４００トン未満

のものを「中」，２００トン未満のものを「小」とするなどして規模別

に３つに区分し，それぞれに分けて受注予定者を決めていた。

(エ) 指名競争入札において本件５社以外のプラントメーカーが発注者か

ら指名された場合には，受注予定者が相指名業者に対して個別に受注予
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定者が受注できるように協力を求め，本件５社以外である相指名業者が

相当回数協力してくれて相指名業者にも受注させる必要が生じた場合に

は，受注予定者が本件会合で了承を受けて，相指名業者に受注させてい

た。

(オ) 受注予定者は，指名を受けた発注物件について積算し，本件５社を

含む各相指名業者に入札の際に書き入れる相手方の金額を電話等で連絡

して協力を求めていた。

(2) 関係者供述の信用性

上記(1)の各認定事実については，関係者の供述，とりわけＰ１８が平成

１０年９月１７日に公正取引委員会で行われた同委員会審査官からの事情聴

取における供述（甲サ２８，４６。両調書の内容を併せて以下「本件Ｐ１８

供述」という。）によるところが大きいので，同供述の信用性について以下

検討する。

ア 本件Ｐ１８供述の内容それ自体について

本件Ｐ１８供述は，本件会合における受注予定者の決定方法，受注希望

者が複数出た場合における調整方法，本件５社以外のプラントメーカーと

の調整方法等について，それなりに詳細かつ具体的な内容と認められる。

イ 本件Ｐ１８供述に整合的な証拠

(ア) Ｐ５のＰ２３の供述（甲サ３３）

Ｐ２３は，平成４年７月に環境プラント営業部に再配属となってから

約１年経過した平成５年ころから，Ｐ５，Ｐ６，被告Ｐ１，Ｐ７及びＰ

８の５社の会合に出席しており，Ｐ７からこの会合に課長が参加してお

り，Ｐ８の出席者に変更があったくらいでその他に参加者に変更はなか

った旨供述しており，その内容は，本件Ｐ１８供述に整合している（た

だし，Ｐ２３は，会合の目的について供述していない。）。

(イ) Ｐ５のＰ２０の供述（甲サ４４）
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Ｐ２０は，平成８年７月から，Ｐ５Ｐ１９支社の機械プラント部環境

プラント営業室長であった者であるが，近畿一円の官公庁が発注するご

み処理プラントの見積価格や入札価格については，全て会社の方針とし

て本社環境プラント第２営業部第１営業室から指示された価格で対応し

ている，同室長として本件５社がいかなる方法で受注予定者（「チャン

ピオン」）を決めているのか疑問に感じていたところ，平成８年秋から

冬にかけて，本社環境プラント営業部の第２営業部長，第１営業室長及

び第１営業室係長から，飲み屋で，①本件５社のみで指名競争入札が行

われる場合には，本件５社のルールによってあらかじめ物件ごとにチャ

ンピオンが決められる，②本件５社にＰ９とＰ１０の２社が加わって指

名競争入札が行われるときは，Ｐ５がチャンピオンになっている物件に

ついても同２社と話し合いを行うが，必ずしも全て受注できるか否かは

分からないので，その物件を発注する自治体に対してＰ９とＰ１０の２

社が指名通知を受けないように大阪支社で働きかけて欲しい，③これら

７社にＰ１１とＰ１３が加わった９社で指名競争入札が行われる場合に

は，Ｐ５がチャンピオンになっている物件についてもＰ１１及びＰ１３

と話し合いを行い，その結果，Ｐ５がチャンピオンになる場合もあり得

る，④本件５社はその担当者が集まる「張り付け会議」を年１回開催し，

同５社が情報を保有するストーカ炉物件について，同５社が平等に分け

与える形で物件ごとにあらかじめチャンピオンを決めている，同会議に

おいて，各社は，チャンピオンになりたい物件を述べて，その物件の希

望が１社の場合にはそのメーカーがチャンピオンになり，複数のメーカ

ーが希望した場合には希望メーカー間においてその場でチャンピオンを

決める，ストーカ炉物件ごとに１日のごみ処理能力に応じて３つに区分

してチャンピオンを決める，同会議でチャンピオンが決められた物件に

ついては，そのチャンピオンになったメーカーはその物件を受注する権
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利を持つ（実際の入札が数年後であっても同様）とともに，本件５社以

外の他メーカーが入札に参加しないように発注先の自治体に働きかける

義務を負う，⑤本件５社で平等に物件を分けても，本件５社以外のメー

カーが入札に参加した場合には同会議でチャンピオンとなったメーカー

が必ずしも受注できるとは限らないが，その分について調整はしないな

どと供述するとともに，このとき聞いた内容について，約１週間後，部

下を指導するためにメモ（甲サ３５。ただし，ストーカ炉関係部分）を

作成した旨供述している。

Ｐ２０の供述は，同メモの記載と相まって，詳細かつ具体的なもので

あり，伝聞とはいえ情報源は本社の者であることも併せ，それ自体，そ

れなりに信用性をうかがうことができるものであるが，その内容の中核

部分，すなわち，本件５社の担当者が会合で受注調整をしていたこと，

受注調整にあたってはストーカ炉を規模に応じて３つに区分していたこ

となどの点で本件Ｐ１８供述と整合している。

(ウ) Ｐ７のＰ２７の供述（甲サ４２，４３）

Ｐ２７は，平成８年３月１日付けで，Ｐ７Ｐ２８支社機械１課に異動

し，同年４月１日付けで，同課の課長となった者であるが，同年３月な

いし４月ころ，前任者から引継ぎを受けた際，ごみ焼却施設については

本件５社が均等に受注するために受注予定者（「チャンピオン」）を決

めて受注予定者が受注できるようにしていること，実際の入札の受注予

定者は各社の本社レベルで話し合いが行われていることを聞いた，その

際，前任者が黒板に引継事項を書いて説明したので，これをメモした上

でノート（甲サ４０）に清書した旨供述している。

Ｐ２７の供述は，同ノートの記載と相まって，それなりに詳細かつ具

体的なものであり，自ら前任者から引き継ぎを受けた内容であることを

併せ，それ自体，信用性をうかがうことができるものであるが，その内
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容の中核部分，すなわち，本件５社の本社担当者が会合で受注調整をし

ていたことなどの点で本件Ｐ１８供述と整合している。

(エ) Ｐ７のＰ２９の供述（甲サ４７，１０８）

Ｐ２９は，平成元年４月１日から，Ｐ７Ｐ２８支社の機械１課におい

て，廃棄物処理施設の営業に携わるようになった者であるが，同日ころ，

前任者から，「業界（機種別）の概況について」（甲サ３７）と題する

書面を受け取り，本件５社が，自治体等から発注するごみ焼却施設の受

注調整を行っていることを引き継いだ，本社から，営業活動にあたって

は指名を受ける業者を本件５社に絞り込むように指示を受けていた，約

１０年間にわたる営業の経験，例えば，当初の見積算定額に対し本社が

大幅に高い入札金額を連絡してきて結局他社において落札した事案があ

ったことなどから，本社レベルで受注調整は行われており，課長クラス

の者が対応していると思う旨供述している。

Ｐ２９の供述は，同書面の記載と相まって，それなりに詳細かつ具体

的なものであり，自ら前任者から引き継ぎを受けた内容であるばかりか，

約１０年間の営業経験を踏まえた内容であることを併せ，それ自体，信

用性をうかがうことができるものであるが，その内容の中核部分，すな

わち，本件５社が受注調整をしていたことなどの点で本件Ｐ１８供述と

整合している。

(オ) Ｐ６のＰ３０の供述（甲サ４５）

Ｐ３０は，平成１０年６月ころから，Ｐ６の環境プラント本部長を務

め，ごみ焼却炉関係と水処理関係の西日本における営業・業務・技術の

責任者の立場にある者であるが，同社環境プラント本部営業部長から，

何としても受注したい物件は，他社がＰ６の入札価格より高い価格で入

札することに応じてもらうように話し合いを行って他社の協力を得て受

注し，他社がどうしても受注したい物件についてはＰ６が協力する旨聞
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いたなどと供述している。

Ｐ３０の供述は，伝聞ではあるが，受注調整が他社との間で行われて

いることなどの点で本件Ｐ１８供述と整合している。

(カ) 受注調整を行った会合の存在に関係するメモ

下記各記載については，具体的な受注調整の会合が開かれた事実を裏

付けるとともに，本件Ｐ１８供述とも整合する証拠といえる。

① 平成８年１２月９日の会合

Ｐ１８が所持していたノート（甲サ６７）及びＰ５環境第二営業部

第二営業室統括スタッフが所持していた平成８年版ダイアリー（甲サ

７６）には，いずれも「１２／９」との記載や処理能力で区別するか

の如き記載があり，平成８年１２月９日に受注調整の会合を行った際

に担当者がメモをとったものとうかがえる。

② 平成１０年１月３０日の会合

Ｐ５環境第一営業部第二営業室統括スタッフが所持していた文書

（甲サ５８）には，「全連４００ｔ以上」，「全連２００ｔ以上４０

０ｔ未満」，「全連２００ｔ未満」の３つに分けてそれぞれ「青森

６００」などと記載されており，その余白部分には「１／２０ 対象

物件見直し ４００ｔ以下」，「１／３０ 張付け」との記載がある。

また，被告Ｐ１の「環境事業本部Ｐ２１営業部」から「環大，鉄管

本」宛に平成１０年１月２７日午後４時５６分ファックス送信したと

うかがえる文書（甲サ５５）の送信文部分には，「中型の対象物件送

付します」，「１／３０ハリツケする予定です」と記載され，２枚の

「環境装置需要一覧表」（大型・中型・小型に分類して事業主体と規

模がそれぞれ記載された表）が添付されている。

これらの証拠は，その内容から，平成１０年１月３０日の受注調整

の準備のためのものとうかがえる。
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③ 平成１０年３月２６日の会合

Ｐ５環境第１営業部長が所持していた平成１０年版手帳（甲サ７

３）には，同年３月２６日欄に「○〈中小型物件はりつけ〉」との記業

載がある。

また，Ｐ７環境装置第１部次長が所持していた平成１０年版手帳

（甲サ７９）には，同年３月２６日欄に「最終決定」との記載がある。

また，Ｐ７Ｐ２８支社のロッカーにあった書面（甲サ９６）には，

担当者欄及び課長欄にそれぞれ同月２７日付けの認印が押捺され，

「３／２６日○会合で中国五県の話は出なかった，引き続き営業強化秘

宜しく」との記載がある。

これらの証拠は，その内容から，平成１０年３月２６日の受注調整

に関係するものとうかがえる。

(キ) 受注調整をうかがわせる内容が記載された書面

下記各記載については，具体的な受注調整をうかがわせるものであり，

本件Ｐ１８供述とも整合する証拠といえる。

① 甲サ第８９号証について

同号証（所持者について甲サ１４０）は，Ｐ８機械・環境・エネル

ギー事業本部環境装置営業本部Ｐ３１営業部参事が所持していたもの

であるが，うち１枚目には，平成７年９月２８日付けで，「年度別受

注予想」と題して，横軸は，平成８年，平成９年，平成１０年，平成

１１年，平成１２年以降の５つに分類され，縦軸は，「○」，「○」，

「○」，「○」，「○」の５つに分類され，各項目に「両津市 ５

０」などの記載がある。

アルファベットの各文字は，本件５社の各商号を対照すれば，Ｐ８

（○），Ｐ７（○），被告Ｐ１（○），Ｐ５（○），Ｐ６（○）をそ

れぞれ指すものとうかがえる。
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そして，この書面の内容自体，平成７年９月２８日の時点で平成１

２年以降の分まで本件５社の受注を予想するものであり，実際の指名

競争入札の結果と対照してみると，例えば，平成９年度にＰ８が受注

すると予想されている佐世保市の２００トンの物件については，平成

９年７月２９日の指名競争入札においてＰ８が落札しているなど，予

想が的中しているものが複数存する（甲サ２９）。

② その他

全国のごみ焼却施設の発注予定等物件のリストについては，被告Ｐ

１関係者が所持していたもの（甲サ５４ないし５６，所持者は甲サ１

４０参照。留置時所持者の記載のない書証について以下同じ。），Ｐ

８関係者が所持していたもの（甲サ６４，６５），Ｐ７関係者が所持

していたもの（甲サ６６，６７），Ｐ５関係者が所持していたもの

（甲サ５８ないし６３）がそれぞれ存在し，その中には内容の多くが

符合するものも認められる（例えば甲サ５４と６１）。

(ク) 入札状況を数値化して把握していたと認められる証拠

下記各記載については，ストーカ炉の建設工事の入札状況を数値化し

て把握していたことを裏付けるものである。

① 甲サ第１０６号証

同号証は，Ｐ７環境装置一課主務が所持していたノートであるが，

横軸は「○」，「○」，「○」，「○」，「○」の５つに分類され，

縦軸は工事名とうかがえる名称及び日付が記入され，それぞれ分数の

数値（「１３０９９／６８３２２」など）と分母の加算等が記載され

ている。

これらの記載は，本件５社の受注割合を分数で計算したものとうか

がえる。

② 甲サ第１０７号証
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同号証は，Ｐ８機械・環境・エネルギー事業本部環境装置営業本部

Ｐ３１営業部参事が所持していたものであるが（所持者について甲サ

１４０），ここには，上部に「状況７」，「Ｈ０７．１１．３０現在

（Ｈ８／２調整済）」という記載があり，縦軸は，「○」，「○」，

「○」，「○」，「○」，「○」，「○」に区分され，横軸は，前回

平成７年８月２７日，現状平成７年１１月３０日の２つに区分される

とともにそれぞれ「Ａ」，「Ｂ」，「○」に区分されて各数値が記載

（「Ｂ／Ａ≒○」とうかがえる。）されており，中心より下部項目に

は，例えば，平成７年３月３１日までの計算「Ｂ／Ａ」欄と「○」の

交差する項目に「００．００β ８４／８４○○○○○」と記載され

ている。

詳細は必ずしも一義的に明らかとは評し難いものの，各社の受注割

合を数値化したものとうかがえる。

ウ 被告Ｐ１が指摘する点について

被告Ｐ１は，本件Ｐ１８供述について，下記の点を指摘してその信用性

を争うので，それぞれ検討する。

(ア) Ｐ１８の課長就任時期について

本件Ｐ１８供述の中には，「課長職」となったのは平成６年４月との

部分があるが，課長就任は平成８年４月であったと認められる。

しかしながら，Ｐ１８は，本件会合に出席を開始した時期を平成６年

４月である旨明確に供述しており，会合の目的については否認に転じて

いるものの，平成１５年４月１５日の別件訴訟証人尋問においても，本

件５社の会合が平成６年４月からほぼ毎月１回各社持ち回りで開催され

ており，平成６年４月以降ずっと出席していた旨証言していること（乙

３０），前記「課長職」との供述をした甲サ第２８号証でも，「課長」

就任は平成８年４月であることを冒頭で説明しており，同一供述調書内
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で「課長職」との表現と区別されていると認められること，Ｐ１８は平

成６年４月に環境装置１課の主務となっているところ，主務の仕事は，

業務について主に課長から指示を受けて動くとともに，自分で何かの担

当を持っている立場であること（乙１５，３０），Ｐ５のＰ２３が，平

成５年ころから本件会合に出席するようになり，Ｐ７からＰ１８が参加

していてその後メンバーの変更はなかった旨供述していること（甲サ３

３，弁論の全趣旨）などに照らすと，Ｐ１８がいう「課長職」というの

は，課長とほぼ同等の主務となった時期から本件会合に出席するように

なったことを指すというべきところ，調書の記載がやや曖昧になったに

すぎないと認められるから，課長就任時期の点をもって本件Ｐ１８供述

の信用性は減殺されないというべきである。

(イ) Ｐ１８の供述経過について

Ｐ１８は，平成１０年９月１７日の取調べにおいて，受注調整のため

の本件会合の存在を認める供述をしていたところ（甲サ２８，４６），

その後，本件会合の目的はもとより受注調整の事実についても否認に転

じている。

しかしながら，本件Ｐ１８供述については，公正取引委員会が立入検

査に入った当日に聴取されたものであって，取調官において未だ証拠書

類を十分に検討していない段階であったにもかかわらず，前記のとおり

関係者の各供述及びメモの各記載内容等と整合して十分な裏付けが存す

ると認められる一方，否認に転じた後の供述は，例えば，自分のノート

に書かれた自分の字であることを認めながら，その意味内容の多くを

「わかりません。」と供述しており（甲サ１８１），その内容自体不自

然不合理である上，供述を変遷させた理由についても合理的説明が出来

ておらず，取調後に，その上司である部長及び次長並びに弁護士に取調

内容を報告していたことを自認していること（甲サ１６６，１７３）か
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ら，上司等の意向を踏まえるなどして否認に転じたとしても不自然では

ないといえ，変遷後のＰ１８供述はこれを信用することができず，本件

Ｐ１８供述の信用性を減殺させないというべきである。

エ 小括

以上によれば，本件Ｐ１８供述は，内容それ自体が詳細かつ具体的であ

る上，これと整合する関係者の各供述及びメモの各記載内容等によって裏

付けられているのであるから，十分にこれを信用することができるものと

認められる。

(3) 本件指名競争入札に係る談合の存否

以上によれば，本件５社は，平成６年４月（遅くとも）から平成１０年９

月まで間，本件会合を開催していたものであるところ，本件指名競争入札は，

その期間中である平成７年１月に実施されたものであり，本件５社の構成員

である被告Ｐ１ほか２社が入札参加者であったことが認められる。

ところで，全証拠を精査しても，本件指名競争入札に関する個別談合の存

在を直接的に認めることができる証拠は見当たらないのであるが，そもそも

談合は違法行為であって，秘密裡に行われ，残される資料も限られたものに

なりやすいものであるところ，公正取引委員会における審判手続等において

収集された受注調整を行った会合の存在に関係するメモや受注調整をうかが

わせる内容の記載された書面は，いずれも主に平成８年度以降に実施された

入札に関するものであって，平成７年度以前に実施された入札に係る同様の

メモや書面は収集されていないのであるから，平成７年１月に実施された本

件指名競争入札についてこれらのメモや書面が見当たらないことをもって，

本件会合における受注調整の対象から本件工事が除外されていたと認めるこ

とはできないというべきである。

そして，本件指名競争入札の時期が本件会合の行われた時期に含まれるこ

と，その参加者は本件５社の構成員である被告Ｐ１ほか２社であること，本
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件工事は，１日当たりの処理能力が５０トンとはいえ，契約金額は２５億円

余（税込）と少なくないこと，本件指名競争入札において，３回とも３社入

札額がいずれも予定価格を上回り，３回とも被告Ｐ１が最低金額の札を入れ

ていること，被告Ｐ１は，本件指名競争入札の各入札額について，原告から

積算根拠を明らかにするように求められていたにもかかわらず（原告平成１

７年１１月２１日付け準備書面），口頭弁論終結に至るまで全く明らかにし

ていないことを総合考慮すれば，本件指名競争入札に先立つ本件会合におい

て，本件指名競争入札の受注予定者を被告Ｐ１とする旨決定され，以後，本

件指名競争入札で指名された被告Ｐ１ほか２社の担当者間において被告Ｐ１

が最低金額となるように入札価格を調整した上で，同３社が同入札に臨み，

その結果として，被告Ｐ１が３回とも予定価格を上回る金額で最低金額を入

札し，随意契約に移行したとの談合行為を推認するのが相当である。

この点について，被告Ｐ１は，原告の主張は，本件指名競争入札に関する

談合行為の具体的内容（時期・主体・方法等）を特定しておらず，不法行為

に基づく損害賠償請求権の要件事実の主張として不十分である旨主張するが，

本件組合の被告Ｐ１に対する不法行為（談合行為）に基づく損害賠償請求権

の発生原因事実としては，前記推認事実をもって足りるというべきであり，

原告の主張に欠けるところはない。

２ 争点２（損害額）について

(1) 損害について

被告Ｐ１は，本件指名競争入札において，本来他の指名業者との健全な競

争関係を前提として決定すべき入札価格を，本件談合行為により，競争関係

を全く意識することなく，自社の利益を最大限にしながら他者との関係で最

低金額となるように設定し，３回の入札においていずれも予定価格を上回る

最低金額を入札し，その結果，随意契約手続に移行させ，本件組合との間で

本件契約を締結したものである。
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したがって，本件契約においては，被告Ｐ１ほか２社間の談合に基づく入

札金額調整結果がそのまま契約金額となったわけではない。しかしながら，

本件組合は，被告Ｐ１ほか２社から参考見積額を聴取するなどして十分に検

討した上で本件指名競争入札の予定価格を決定したのであり，その予定価格

について不相当であると認めるべき事情は見出し難いこと，被告Ｐ１は，本

件指名競争入札において，本来他の指名業者との健全な競争関係を前提とし

て決定されるべき入札価格について，談合行為により，競争関係を全く意識

することなく自社の利益を最大限にすべく調整したこと，その結果，本件指

名競争入札は不調となり，随意契約手続に移行したこと，本件組合は，本件

指名競争入札が不調に終わった経緯及び改めて他社と競合させるだけの時間

的余裕に乏しかったことなどから，随意契約手続における被告Ｐ１との交渉

において，被告Ｐ１が入札した金額を基準とせざるを得なかったことがうか

がえること，現に，本件契約金額は，被告Ｐ１の３回目の入札金額（税込２

６億２６５０万円）を８２４０万円下回るだけの金額（税込２５億４４１０

万円。この金額は予定価格の約９９．６０％）となったこと等に鑑みれば，

本件組合は，被告Ｐ１の本件談合行為により，公正な競争を前提とする工事

価格と本件契約金額との差額相当分の損害を被ったというべきである。

(2) 民訴法２４８条の適用

そうすると，本件組合に生じた損害額を認定するためには，本件指名競争

入札において本件談合行為がなければ公正な競争により形成されたであろう

想定落札価格を把握する必要がある。

しかし，想定落札価格は実在しないものであり，入札に係る具体的な工事

の種類・規模・場所・内容，入札当時の経済情勢及び各社の財務状況，当該

工事以外の工事の数・請負金額，当該工事に係る入札への参加者数，地域性

等の多種多様な要因が複雑に絡み合って形成されるものであるから，これを

立証することは，性質上極めて困難であるというべきである。
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したがって，本件においては，民訴法２４８条を適用して，本件組合が被

った損害の額を認定するのが相当である。

(3) 損害額について

そこで，本件における相当な損害額を検討するに，平成６年４月１日から

平成１０年９月１７日までの間（本件５社が談合を行っていた期間）に地方

公共団体がした指名競争入札等の方法によるストーカ炉建設工事の受発注状

況（別紙「ストーカ炉の建設工事一覧」参照。弁論の全趣旨），本件指名競

争入札に係る談合の経緯及び態様，本件工事の種類・規模・場所・内容，本

件工事の予定価格，本件工事に係る契約金額，随意契約であること，その他

本件にあらわれた一切の事情を総合考慮すると，本件組合が被った損害額は，

本件指名競争入札における被告Ｐ１の消費税込みの最低入札金額（２６億２

６５０万円）の５％に相当する１億３１３２万５０００円から，契約にあた

り最低入札金額より値引きした金額８２４０万円（消費税込）を控除した４

８９２万５０００円と認めるのが相当である。

そして，不法行為の日は，本件指名競争入札（不調）を経て本件組合と被

告Ｐ１との間で本件契約を締結した後，契約代金全額の支払を終えた日（平

成９年２月１２日）と解すべきであるから，被告Ｐ１は，同組合に対し，不

法行為に基づく損害賠償として，４８９２万５０００円及びこれに対する平

成９年２月１２日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金

を支払うべき義務があると認められる。

３ 争点３（違法な怠る事実の有無）について

(1) 地方自治体の裁量について

地方公共団体が債権を有する場合，地方自治法施行令１７１条の５に定め

るような事由がないのに相当期間これを行使しないときは，不行使を正当と

する特段の事情がない限り違法というべきである。

(2) 本件における違法性
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前記のとおり，被告Ｐ１は，本件組合に対し，不法行為に基づく損害賠償

として，４８９２万５０００円及びこれに対する平成９年２月１２日から支

払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金を支払うべき義務があり，

同組合は同義務に対応する損害賠償請求権（以下「本件請求権」という。）

を有すると認められるところ，被告組合管理者が，本訴における共同被告と

なって本件請求権の存在の認定に係る各証拠を入手して相当な期間を経過し

ているにもかかわらず，本件口頭弁論終結時までこれを行使していないこと

は，弁論の全趣旨から明らかである。

そして，違法か否かの判断は口頭弁論終結時と解すべきところ，同基準時

において本件請求権を行使しないことを正当化する特段の事情は認められな

いのであり，したがって，被告組合管理者が本件請求権を行使していないこ

とは違法と認められる。

(3) 小括

そうすると，被告組合管理者が本件請求権を行使していないことは違法と

認められる結果，本訴における原告の損害賠償代位請求及び怠る事実の違法

確認請求は，４８９２万５０００円及びこれに対する平成９年２月１２日か

ら支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金の限度で理由がある

ものと認められる。

４ 結論

よって，原告の各被告に対する本件請求を，理由のある限度でそれぞれ認容

し，その余はいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する（なお，仮執

行宣言は不相当と認める。）。

新潟地方裁判所第２民事部

裁判長裁判官 山 崎 ま さ よ
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裁判官 外 山 勝 浩

裁判官 西 村 真 人


